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するため、中期事業計画を策定し、企業価値のより一層の向上を目指して

おります。 

当社は、この中期事業計画のもとで、平成26年３月期の天然ガス販売量

（ＬＮＧサテライトを含む国内販売量）を、20億とするとともに、保有

埋蔵量を平成25年３月期末までに原油換算3.5億バレルに拡大することを

目標に据えております。 

 

３．コーポレート・ガバナンスの強化 

当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。また、当社は、効率

的な経営により利益を上げ、かつ有用な存在として社会に受け入れられる

企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、以

下のとおり、そのシステムの整備、充実を目指しております。 

まず、平成17年６月に、業務執行体制の明確化のため執行役員制度を導

入し、その後、平成19年６月にはそれまでの社外監査役２名に加え、業務

を執行しない社外取締役を１名選任することにより、取締役会の監督機能

の強化を図っております。 

現在、取締役会は月１回を定例として開催され、重要な業務執行の決定

を行うほか、取締役または執行役員から業務執行状況の報告を受けること

により、監督機能を果たしています。監査役は、取締役会に出席するほか、

常勤監査役がその他の重要会議に出席するとともに、業務を執行する各取

締役または執行役員と随時意見交換を行うことにより、監督機能を果たし

ております。また、内部監査として、社長直属の監査室が、各部署におけ

る内部統制の実効性の検証を含め、法令及び社内諸規程の遵守その他適正

な業務執行がなされているかの監査にあたっております。 

一方、内部統制につきましては、平成18年５月に会社法及び会社法施行

規則に定める、業務の適正を確保するために必要な体制の整備を行い、同

年４月に設置された内部統制委員会及び内部統制室が主体となって、業務

の適正を確保するための体制の点検、整備を継続しております。 

さらに、こうした経営機構上のコーポレート・ガバナンスに加えて、決

算説明会の開催、ホームページの充実などのIR活動により、経営の透明性

を高めることを通じて、時々の状況下で最適な業務執行の実現を期してお

ります。 

 



 

－  － 
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三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み 

 

１．本プランの目的 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいま

す。）は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを

目的として、上記一に記載した基本方針に沿って導入されるものです。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同

の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者として不適切であると考えております。そして、こうした不

適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するため

には、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の

皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じ

るべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の

皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると

判断し、当社取締役会は、平成20年６月25日開催の第38回定時株主総会に

おいて本プランの導入を付議し、承認可決されました。 

 

２．本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 目的 

本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合に、株主の皆様が

適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、

買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・

株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保し、向上させることを目的としています。 

 

(b) 手続の設定 

本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた

際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記(a) の目的を実現す

るために必要な手続を定めています（詳細については下記(2) 「本プ

ランの発動に係る手続の概要」をご参照下さい。）。なお、買収者は、

本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会または株主

総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、

当社株券等の買収を実行してはならないものとしています。 

 



 

－  － 
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(c) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券

等の買収を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすおそれがある場合等には、当社は、買収者等による

権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者か

ら当社株式等と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付

された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時

点の当社を除く全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当て

ます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使ま

たは当社による取得に伴って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が

交付された場合には、買収者等の有していた当社の議決権割合は、最

大約50％希釈化される可能性があります。 

 

(d) 本プランの合理性を高める仕組みの設定 

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または

取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立性

の高い社外取締役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経る

こととしています。 

なお、独立委員会の委員は次のとおりです。 

河上 和雄 当社社外取締役 

角谷 正彦 当社社外監査役 

坂田 桂三 日本大学名誉教授 

また、当社取締役会は、独立委員会が株主総会の判断を経るよう留

保を付した場合には、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当て

の実施に関する株主の皆様の意思を確認することを予定しています

（その詳細については、下記(2) 「本プランの発動に係る手続の概

要」(e) をご参照下さい。）。さらに、こうした手続の過程について

は、株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保することとし

ています。 

 

(2) 本プランの発動に係る手続の概要 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①または②に該当する行為もしくはこれに類似

する行為またはこれらの提案（当社取締役会が別途認めたものを除く

ものとし、以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象

とします。買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいま

す。）には、予め本プランに定められる手続に従っていただくことと

します。 



 

－  － 
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① 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合

が20％以上となる買付けその他の取得 

② 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株

券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が

20％以上となる公開買付け 

 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

買付等を行う買付者等は、当該買付等に先立ち、買付等の目的、方

法及び内容等、買付等の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情

報」といいます。）及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定

める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明

書」と総称します。）を当社の定める書式により日本語にて当社（取

締役会及び独立委員会）に対して提出していただきます。 

独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十

分であると判断した場合には、当社は、買付者等に対し、適宜回答期

限を定めたうえ、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。

この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を当社

に追加的に提供していただきます。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

独立委員会は、買付者等及び当社取締役会からの情報を受領してか

ら原則として最長60日が経過するまでの間（以下「独立委員会検討期

間」といいます。）、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会

の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締

役会の提示する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当

社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付

等の内容を改善させるために必要であれば、直接または間接に、当該

買付者等と協議・交渉等を行い、または当社取締役会の提示する代替

案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう

になされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独

立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ること

ができるものとします。買付者等は、独立委員会が、直接または間接

に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速

やかにこれに応じなければならないものとします。 

当社は、買付者等から買付説明書が提出された旨、独立委員会検討

期間が開始した旨及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適

切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報

開示を行います。 



 

－  － 
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(d) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者等による買付等が株券等を買い占め、その株

券等について当社に対して高値で買取を要求する行為や、強圧的二段

階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の

株式買付を行うことをいいます。）等株主の皆様に株式の売却を事実

上強要するおそれのある買付等、本プランに定める要件に該当する場

合には、独立委員会検討期間の開始または終了の有無を問わず、当社

取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告

を行います。 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の

勧告を行うに際し、買付等が本プランに定める手続を遵守しているか

否か、買付等が当社の企業価値または株主共同の利益を毀損する程度、

株主総会を開催する時間的猶予等の諸事情を勘案したうえ、予め当該

実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すこともできる

ものとします。 

 

(e) 取締役会の決議／株主意思確認総会の招集 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予

約権の無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関とし

ての決議を行うものとします。 

但し、独立委員会が株主総会の承認を得るべき旨の留保を付したと

きは、当社取締役会は、実務上株主総会の開催が著しく困難な場合

（この場合には、当社取締役会が独立委員会の勧告の趣旨を踏まえて

本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関する上記決議を

行うものとします。）を除き、本プランに従った本新株予約権の無償

割当ての実施に際して、株主総会（以下「株主意思確認総会」といい

ます。）を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の

皆様の意思を確認するものとします。 

買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者は、当社取締役会が

本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うか、株主意思

確認総会において本新株予約権の無償割当ての実施に係る議案が否決

されるまでの間、買付等を実行してはならないものとします。 

 



 

－  － 
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(f) 取締役会の決議等に関する情報開示 

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施

に関する決議を行った場合または株主意思確認総会を招集する旨の決

議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判

断する事項（上記(e) 但書の実務上株主総会の開催が著しく困難な場

合にはその理由を含みます。）について、速やかに情報開示を行いま

す。 

 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、平成20年６月25日開催の第38回定時株主総会

の決議による、本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項

の決定権限の委任期間と同じく、同定時株主総会終結後３年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

します。 

但し、その有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において

本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定について

の取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、

②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

本プランはその時点で廃止されるものとします。 

当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、

修正または変更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容

その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

 

四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

 

１．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記二の取組み）について 

上記二に記載した中期事業計画をはじめとする企業価値向上のための取

組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策と

して策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。 

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に

合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ありません。 

 



 

－  － 
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２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み（上記三の取組み）につい

て 

(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること 

本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等

に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代

替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のた

めに買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針

に沿うものです。 

 

(2) 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由により、本プランは、当社株主の共同の利益を損

なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。 

 

① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した

企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関

する指針の定める三原則を充足しています。 

 

② 株主意思を重視するものであること 

本プランの導入に際しては、株主の皆様の意思を確認すべく、平成

20年６月25日開催の第38回定時株主総会においてこれを付議し、承認

可決されております。 

また、当社取締役会は、本プランに定める一定の場合に、本プラン

の発動の是非についても、株主総会の決議を得ることにより株主の皆

様の意思を確認することとしており、株主の皆様の意思を重視してい

ます。 

加えて、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサン

セット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、

当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた

場合または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。そ

の意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されるこ

ととなっております。 

 



 

－  － 
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③ 独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示 

本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い

社外取締役等のみから構成される独立委員会により行われることとさ

れています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすること

とされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プラ

ンの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

④ 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する

ための仕組みを確保しているものといえます。 

 

⑤ 第三者専門家の意見の取得 

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第

三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コン

サルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができ

るものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正

さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名す

る取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会に

より、本プランを廃止することが可能です。 

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用され

ていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止する

のに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 



 

－  － 
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連 結 貸 借 対 照 表 

（平成22年３月31日現在） 
（百万円未満は切捨表示） 

 
資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 百万円  百万円 

流 動 負 債 21,986 

支払手形及び買掛金 5,914 

役 員 賞 与 引 当 金 104 

そ の 他 15,966 

固 定 負 債 100,275 

長 期 借 入 金 24,471 

繰 延 税 金 負 債 61,386 

退 職 給 付 引 当 金 6,429 

役員退職慰労引当金 690 

廃 鉱 費 用 引 当 金 6,216 

そ の 他 1,080 

負 債 合 計 122,261 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 286,137 

資 本 金 14,288 

利 益 剰 余 金 271,858 

自 己 株 式 △   10 

評価・換算差額等 104,733 

その他有価証券評価差額金 106,896 

繰延ヘッジ損益 24 

為替換算調整勘定 △ 2,186 

少 数 株 主 持 分 7,876 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 

有形固定資産 

建 物 及 び 構 築 物

坑 井

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産 

そ の 他

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

海外投資等損失引当金

105,569

24,314

19,774

17,669

4,632

386

5,398

1,336

28,534

3,532

△   10

415,439

144,765

50,848

19,312

47,539

14,955

7,263

4,846

7,450

7,450

263,223

246,141

15,377

1,332

6,211

△   46

△ 5,793 純 資 産 合 計 398,747 

資 産 合 計 521,009 負 債 純 資 産 合 計 521,009 



 

－  － 
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連 結 損 益 計 算 書 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（百万円未満は切捨表示） 

 科 目 金 額 

 百万円 百万円 

売 上 高 179,752 

売 上 原 価 125,467 

売 上 総 利 益 54,285 

探 鉱 費 10,396 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,769 

営 業 利 益 13,119 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 720  

受 取 配 当 金 8,669  

有 価 証 券 売 却 益 264  

関係会社事業損失引当金戻入額 35  

そ の 他 2,574 12,264 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 291  

有 価 証 券 売 却 損 88  

有 価 証 券 評 価 損 11  

廃 鉱 費 用 引 当 金 繰 入 額 890  

為 替 差 損 686  

そ の 他 206 2,176 

経 常 利 益 23,206 

特 別 利 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 17  

固 定 資 産 売 却 益 0  

持 分 変 動 利 益 1,279  

そ の 他 242 1,540 

特 別 損 失  

固 定 資 産 除 却 損 378  

減 損 損 失 575  

過 年 度 退 職 給 付 費 用 265  

そ の 他 158 1,378 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 23,368 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,135  

法 人 税 等 調 整 額 307 4,443 

少 数 株 主 利 益 986 

当 期 純 利 益 17,939 



 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（単位：百万円） 

 株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 
資 本 金 利益剰余金 自己株式 

株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持 分 

純資産合計 

平成21年３月31日残高 14,288 255,499 △   9 269,778 105,430 △   0 △ 4,465 100,964 7,484 378,227 

連結会計年度中の変動額    

剰 余 金 の 配 当 △ 2,286  △ 2,286  △ 2,286 

当 期 純 利 益 17,939  17,939  17,939 

持分法の適用範囲の変動 706  706  706 

自 己 株 式 の 取 得 △   0 △   0  △   0 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

 1,465 24 2,278 3,769 391 4,160 

連結会計年度中の変動額合計 － 16,359 △   0 16,358 1,465 24 2,278 3,769 391 20,519 

平成22年３月31日残高 14,288 271,858 △   10 286,137 106,896 24 △ 2,186 104,733 7,876 398,747 

（百万円未満は切捨表示） 

 



 

－  － 
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連 結 注 記 表 

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の状況 

・連結子会社の数       22社 

・主要な連結子会社の名称   ㈱地球科学総合研究所、Japex （U.S.）Corp.、日

本海洋石油資源開発㈱、Japan Canada Oil Sands 

Limited、カナダオイルサンド㈱、白根瓦斯㈱、㈱

ジャペックスエネルギー、㈱ジャペックスガラフ 

なお、㈱ジャペックスエネルギー及び㈱ジャペック

スガラフについては、当連結会計年度において株式

を新規取得したことにより連結の範囲に含めており

ます。 

② 非連結子会社の状況 

・主要な非連結子会社の名称  セイキプラントサービス㈱、Japex Canada Limited 

・連結の範囲から除いた理由  非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結

計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結子会社数 0社 

② 持分法適用の関連会社数   12社 

・主要な持分法適用の会社の名称 ㈱ユニバースガスアンドオイル、日本海洋掘削㈱、

Energi Mega Pratama Inc. 、 Diamond Gas 

Netherlands B.V. 

なお、Diamond Gas Netherlands B.V.については、

重要性が増したため、当連結会計年度より持分法

適用の範囲に含めております。 

また、日本コールベッドメタン㈱については、当

連結会計年度において株式を新規取得したことに

より持分法の適用範囲に含めております。 

③ 持分法を適用していない非連結子会社（セイキプラントサービス㈱、Japex Canada 

Limited他）及び関連会社（大和探査技術㈱、天然ガス自動車北海道㈱他）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

④ 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業

年度に係る計算書類を使用しております。 

⑤ 持分法適用会社の投資差額につきましては、20年以内で均等償却することとしてお

ります。なお金額に重要性がない場合には発生時に一時償却しております。 



 

－  － 
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(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Japex （U.S.）Corp.、Japan Canada Oil Sands Limited、㈱

ジャペックスリビア、㈱ジャペックスBlockA、㈱ジャペックスガラフ他４社の決算日は、

12月31日であります。 

連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。た

だし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

(4) 会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

・有 価 証 券 

その他有価証券 

時価のあるもの       期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております） 

時価のないもの       移動平均法による原価法 

・デリバティブ         時価法 

・た な 卸 資 産         評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。 

商品及び製品         主として先入先出法 

原材料及び貯蔵品       主として移動平均法 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

・有形固定資産（リース資産を除く）主として定率法を採用しておりますが、平成10

年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）及び当社の仙台パイプライン、白石・郡山

間ガスパイプライン、北海道鉱業所管内の資産、

並びに国内連結子会社２社は、定額法を採用し

ております。 

また、在外連結子会社２社は主として生産高比

例法を採用しております。 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ２～60年 

坑井          ３年 

機械装置及び運搬具 ２～20年 

（会計方針の変更） 

当社の札幌鉱業所の管理用資産については、従

来、定率法を採用しておりましたが、平成21年

10月26日に札幌鉱業所の事務所を北海道札幌市

から北海道苫小牧市に移転し、鉱業所の名称を

北海道鉱業所に改称するとともに、北海道鉱業

所管内の主力事業である勇払地区の各生産・製

造プラント操業への管理部門によるサポート体

制の強化を目的として、組織上、管理部門と各

生産・製造プラントとの一元化を行ったことに



 

－  － 
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伴い、当連結会計年度より、北海道鉱業所の管

理用資産については、生産、販売用資産と統一

するために定額法に変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

・無形固定資産（リース資産を除く）定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

・リ ー ス 資 産         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

③ 繰延資産の処理方法 

・開 発 費         発生時に全額を費用処理しております。 

④ 重要な引当金の計上基準 

・貸 倒 引 当 金         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

・役員賞与引当金         役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき計上しております。 

・退職給付引当金         従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を発生連結会計年

度から費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）を適用しております。 
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なお、これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

・役員退職慰労引当金       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

・海外投資等損失引当金      資源開発関係投融資の評価額の低下に対応して、

投融資先各社の資産状態を検討のうえ、純資産

基準により計上しております。 

・廃鉱費用引当金         今後発生する廃鉱費用に備えるため、主として

廃鉱計画に基づき当該費用の見積り額を期間を

基準に計上しております。 

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められ

る工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法） 

その他の工事         工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、長期の大規模工事（工期１年超、請負金額

30億円以上）については工事進行基準を、その

他の工事については工事完成基準を適用してお

りましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会

計年度に着手した工事契約から、当連結会計年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

・ヘッジ会計の方法        繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金

利スワップについて特例処理の要件を満たして

いる場合には特例処理を、為替予約について振

当処理の要件を満たしている場合には振当処理

を採用しております。 

・ヘッジ手段とヘッジ対象     ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約、外貨預

金 

ヘッジ対象…借入金、買掛金 
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・ヘ ッ ジ 方 針         金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、

また、外貨建債権債務の為替リスクを回避する

目的で、対象資産・負債及び予定取引数量の範

囲内でヘッジを行っております。 

・ヘッジ有効性評価の方法     当社グループの行っている金利スワップは、想

定元本、取引期間、金利交換日等が原資産及び

原負債と概ね一致しているため、事前にヘッジ

指定を行い、これをもって有効性判定に代えて

おります。また、特例処理によっている金利ス

ワップ及び振当処理によっている為替予約につ

いては、有効性の評価を省略しております。外

貨預金についてもヘッジ手段とヘッジ対象の重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降の

キャッシュ・フロー変動を相殺できるため有効

性の評価を省略しております。 

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項 

・消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。 

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

(6) のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、原則として５年間で均等償却することとしております。 

(7) 表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

「短期貸付金」は、当連結会計年度において、資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」は、

20,506百万円であります。 

２．前連結会計年度において、区分掲記しておりました「長期未収入金」は、金額

的重要性が乏しいため当連結会計年度より投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しております。なお、当連結会計年度末の「長期未収入金」は、87百

万円であります。 

３．前連結会計年度において、区分掲記しておりました「未払法人税等」は、金額

的重要性が乏しいため当連結会計年度より流動負債の「その他」に含めて表示

しております。なお、当連結会計年度末の「未払法人税等」は、2,159百万円

であります。 
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２．連結貸借対照表に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は215,189百万円であります。 

(2) 偶発債務として次の銀行借入等に対する保証債務があります。 

 百万円 

サハリン石油ガス開発㈱ 8,077 

インペックス北カスピ海石油㈱ 5,299 

従業員（住宅資金借入） 959 

東北天然ガス㈱ 922 

合 計 15,258 

 

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株 式 の 種 類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数 

普通株式 57,154,776株 － － 57,154,776株 

(2) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金支払額等 

・平成21年６月24日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 

配当金の総額     1,143百万円 

１株当たり配当額    20円 

基  準  日     平成21年３月31日 

効 力 発 生 日     平成21年６月25日 

・平成21年11月６日開催の取締役会決議による配当に関する事項 

配当金の総額     1,143百万円 

１株当たり配当額    20円 

基  準  日     平成21年９月30日 

効 力 発 生 日     平成21年11月27日 

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

になるもの 

平成22年６月23日開催の定時株主総会において次のとおり決議を予定しております。 

配当金の総額     1,143百万円 

配 当 の 原 資     利益剰余金 

１株当たり配当額    20円 

基  準  日     平成22年３月31日 

効 力 発 生 日     平成22年６月24日 

 

４．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については流動性の確保に留意し、リスクの抑制を図り

ながら運用する方針です。資金調達については主に銀行借入により調達する方針であ

り、国内の設備投資については㈱日本政策投資銀行及び市中銀行からの融資、海外投

資については国際協力銀行（㈱日本政策金融公庫）及び市中銀行等からの融資により

調達しております。インドネシアのカンゲアン鉱区への投資資金に充てるため、金融

機関から融資を受けた借入金を金融負債に計上するとともに、同鉱区で操業する持分
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法適用関連会社等への貸付金を金融資産に計上しております。なお、社債などの直接

金融やプロジェクト・ファイナンスによる資金調達は行っておりませんが、条件次第

でこれらの方法により資金調達する可能性もあります。デリバティブは、後述するリ

スクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。 

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該

リスクに関しては、与信管理規程等に従い、取引先の信用状況を把握するとともに、

債権の現況を正確に把握し、貸倒損失の発生防止に努めております。また、売掛金の

一部は外貨建ての債権であり為替の変動リスクに晒されておりますが、原油の売掛金

についてはこれに対応する仕入にかかる買掛金も同じ外貨建てであり、決済日も原則

的に同日であることからリスクはネットした金額に限定されます。 

短期貸付金は、主として短期資金の運用を目的に金融機関と契約している債券の現

先取引であり、信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては信用度の高い

金融機関と契約し、売買の対象とする債券も国債等の安全性の高い債券とすることで

リスクの低減に努めております。 

有価証券及び投資有価証券は、短期資金の運用を目的として購入した投資信託（追

加型公社債投資信託、いわゆるMMF等）や、業務上の関係を有する企業の株式などで

あり、市場価格の変動リスクに晒されています。毎月、社内規程等に従い時価評価結

果が担当役員に報告され、さらに四半期毎に社長に報告されております。なお、投資

有価証券の主なものは国際石油開発帝石㈱の株式であり、当連結会計年度末において

183,321百万円を計上しており、投資有価証券に占める割合は74.5％となっておりま

す。 

長期貸付金は、主として出資先の関連会社に対する事業資金の貸付金であり、信用

リスク、為替の変動リスクに晒されております。信用リスクに対しては、社内規程に

従い貸付金の回収状況等を把握し適切な管理に努めております。また為替変動リスク

に対しては、当該貸付のための資金調達を目的とした借入金を同じ外貨建てとするこ

とによりリスクの低減に努めております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。買掛金の

一部は外貨建ての債務であり為替の変動リスクに晒されております。外貨建て債務は

主として原油の仕入れと液化天然ガス（ＬＮＧ）の仕入れ代金であり、原油の仕入れ

債務は恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。液化天然ガス（ＬＮ

Ｇ）の仕入れに伴う買掛金は先物為替予約等を利用してヘッジしております。 

長期借入金は主として国内の設備投資及び海外投資に係る資金調達です。調達され

た資金の一部は関連会社等へ設備資金として貸し付けております。借入金は主として

変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。また借入金の一部は外貨建

て債務であり為替の変動リスクに晒されておりますが、これに対応する関連会社等へ

の貸付金も同じ外貨建てでありリスクを低減させております。 

デリバティブ取引については、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対す

るヘッジ取引を目的とした為替予約取引、油価の変動リスクに対するヘッジ取引を目

的とした原油スワップ取引、金利負担の軽減を目的とした金利スワップ取引、借入金

に係る為替及び金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした通貨金利スワップ

取引を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び

取引限度額等を定めた社内規程等に従い、取引担当部門が決裁担当者の承認を得て

行っております。また、定期的に直接取引先との間で残高確認を行っております。当

社グループが利用しているデリバティブ取引は、金利、為替及び油価の変動リスクを

有しております。なお、デリバティブの利用にあたっては、カウンターパーティーリ

スクを軽減するために信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。ヘッジ会



 

－  － 
 
 

 

 

 

(43) ／ 2010/05/26 20:58 (2010/05/26 20:58) ／ wk_09631496_02_osx石油資源開発様_招集_連結貸借対照表_P.doc 

43

計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等につ

いては、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計

の方法」をご覧下さい。 

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、月次に資金計画を

作成するなどの方法により管理しています。 

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

もあります。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含

まれておりません（（注）２．参照）。 

 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時 価 
（百万円） 

差 額 
（百万円） 

(1) 現金及び預金 24,314 24,342 28 

(2) 受取手形及び売掛金 19,774 19,774 － 

(3) 短期貸付金 28,534 28,534 － 

(4) 有価証券及び投資有
価証券 233,548 249,539 15,990 

(5) 長期貸付金 15,377  

貸倒引当金（＊１） △   9  

 15,368 15,368 － 

資産計 321,540 337,559 16,018 

(1) 支払手形及び買掛金 5,914 5,914 － 

(2) 長期借入金 24,471 24,543 △  71 

負債計 30,386 30,458 △  71 

デリバティブ取引（＊２） 498 498 － 

（＊１）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合

計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。 

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。満期のある預金については、期間に基づく区

分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在

価値を算定しております。 
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(2) 受取手形及び売掛金、(3) 短期貸付金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所等の価格によっており、債券は取引

所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投

資信託については、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。 

(5) 長期貸付金 

長期貸付金の時価の算定は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価

は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。また、

貸倒懸念債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値等に基づ

いて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表

価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもっ

て時価としております。 

負 債 

(1) 支払手形及び買掛金 

買掛金のうち、為替予約の振当処理の対象とされているものについては、

当該為替予約と一体として処理された金額を時価としております。それ以外

のものについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

(2) 長期借入金 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、

また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿

価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。な

お、金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利

スワップと一体として処理された元利金の合計額により判定しております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金

の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定

しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づ

き算定しております。なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象

とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛

金の時価に含めて記載しております。また、金利スワップの特例処理によるも

のは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区 分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 30,262 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 
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５．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 6,839円05銭 

(2) １株当たり当期純利益金額 313円88銭 

 

６．その他の注記 

減損損失 

減損損失を認識した主な資産グループの概況 

減 損 損 失 
用 途 場 所 

種 類 金額（百万円） 

北 海 道 札 幌 市 土 地 219 

静 岡 県 伊 東 市 土 地 等 173 

北 海 道 苫 小 牧 市 建 設 仮 勘 定 174 

秋 田 県 由 利 本 荘 市 建物及び構築物等 8 

遊 休 資 産

計 575 

資産のグルーピング方法  

当社グループは事業用資産において、事業区分をもとに、概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位ごとに、遊休資産においては、個別物件単位で資

産のグルーピングを行っております。 

減損損失の認識に至った経緯 

上記の遊休資産は、当連結会計年度末時点において、具体的な利用計画がなく、

かつ、市場価格が帳簿価額を下回っていることから、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

減損損失の内訳は、建物及び構築物17百万円、土地383百万円、建設仮勘定174百

万円、工具、器具及び備品０百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

正味売却価額は、原則として固定資産税評価額とし、一部の資産についてはゼロ評価

としております。 

 



 

－  － 
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貸 借 対 照 表 

（平成22年３月31日現在） 
（百万円未満は切捨表示） 

 資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

 百万円  百万円 
流 動 負 債 13,192 

買 掛 金 1,438 

１年内返済予定の長期借入金 2,278 

リ ー ス 債 務 20 

未 払 金 2,443 

未 払 費 用 4,971 

未 払 法 人 税 等 1,737 

預 り 金 211 

役 員 賞 与 引 当 金 87 

そ の 他 4 

固 定 負 債 97,170 

長 期 借 入 金 24,471 

リ ー ス 債 務 71 

繰 延 税 金 負 債 61,432 

退 職 給 付 引 当 金 5,676 

役員退職慰労引当金 635 

廃 鉱 費 用 引 当 金 4,564 

そ の 他 316 

負 債 合 計 110,363 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 261,390 

資 本 金 14,288 

利益剰余金 247,112 

利 益 準 備 金 3,572 

その他利益剰余金 243,539 

海外投資等損失準備金 399 

探 鉱 準 備 金 18,205 

特別償却準備金 48 

固定資産圧縮積立金 271 

探鉱投資等積立金 47,246 

別 途 積 立 金 156,600 

繰越利益剰余金 20,768 

自 己 株 式 △   10 

評価・換算差額等 106,760 

その他有価証券
評 価 差 額 金 106,736 

繰延ヘッジ損益 24 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 収 益

短 期 貸 付 金

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

立 替 金

そ の 他

固 定 資 産 

有形固定資産 

建 物

構 築 物

坑 井

機 械 及 び 装 置

船 舶

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

掘 さ く 仮 勘 定

無形固定資産 

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

海外投資等損失引当金

66,736

3,032

11,964

5,069

4,466

4,298

400

1,073

52

28,494

1,275

4,432

1,287

890

411,777

124,789

10,481

34,440

17,608

39,135

4

8

3,510

12,418

95

7,013

73

1,412

138

1,228

44

285,576

207,145

71,207

968

19,445

1,451

2,807

△   24

△ 17,424 純 資 産 合 計 368,151 

資 産 合 計 478,514 負 債 純 資 産 合 計 478,514 



 

－  － 
 
 

 

 

 

(47) ／ 2010/05/26 20:58 (2010/05/26 20:58) ／ wk_09631496_03_osx石油資源開発様_招集_貸借対照表_P.doc 

47

損 益 計 算 書 

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（百万円未満は切捨表示） 

 科 目 金 額 

 百万円 百万円 

売 上 高 131,082 

売 上 原 価 90,799 

売 上 総 利 益 40,283 

探 鉱 費 5,215 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,917 

営 業 利 益 11,150 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 818  

有 価 証 券 利 息 79  

受 取 配 当 金 9,334  

海 外 投 資 等 損 失 引 当 金 戻 入 額 3,090  

そ の 他 1,331 14,655 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 290  

有 価 証 券 評 価 損 11  

廃 鉱 費 用 引 当 金 繰 入 額 654  

為 替 差 損 1,197  

そ の 他 151 2,305 

経 常 利 益 23,500 

特 別 利 益  

前 期 損 益 修 正 益 147  

固 定 資 産 売 却 益 0  

災 害 損 失 引 当 金 戻 入 額 95  

そ の 他 9 252 

特 別 損 失  

固 定 資 産 除 却 損 287  

減 損 損 失 567  

過 年 度 退 職 給 付 費 用 231 1,086 

税 引 前 当 期 純 利 益 22,666 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,358  

法 人 税 等 調 整 額 937 4,296 

当 期 純 利 益 18,370 



 

－  － 
 
 

 

 

 

(48) ／ 2010/05/26 20:58 (2010/05/26 20:58) ／ wk_09631496_03_osx石油資源開発様_招集_貸借対照表_P.doc 

48

株主資本等変動計算書 

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（単位：百万円） 

 株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
 

資本金 
利益準備金

海外投資等
損失準備金

探鉱準備金
特別償却
準 備 金

固 定 資 産
圧縮積立金

探鉱投資
等積立金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

利益剰余金 
合 計 

自己株式 
株主資本
合 計 

平成21年３月31日残高 14,288 3,572 399 16,948 72 283 47,246 141,600 20,904 231,027 △   9 245,307 

当 期 変 動 額     

探 鉱 準 備 金 の 積 立  4,700 △ 4,700 －  － 

探 鉱 準 備 金 の 取 崩  △ 3,443 3,443 －  － 

特別償却準備金の取崩  △   24 24 －  － 

固定資産圧縮積立金の取崩  △   11 11 －  － 

別 途 積 立 金 の 積 立  15,000 △ 15,000 －  － 

剰 余 金 の 配 当  △ 2,286 △ 2,286  △ 2,286 

当 期 純 利 益  18,370 18,370  18,370 

自 己 株 式 の 取 得   △   0 △   0 

株主資本以外の項目の
当 期 変動 額（ 純額）

    

当 期 変 動 額 合 計 － － － 1,256 △   24 △   11 － 15,000 △  136 16,084 △   0 16,083 

平成22年３月31日残高 14,288 3,572 399 18,205 48 271 47,246 156,600 20,768 247,112 △   10 261,390 

 

評価・換算差額等 

 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成21年３月31日残高 105,684 － 105,684 350,991

当 期 変 動 額  

探 鉱 準 備 金 の 積 立  －

探 鉱 準 備 金 の 取 崩  －

特別償却準備金の取崩  －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

別 途 積 立 金 の 積 立  －

剰 余 金 の 配 当  △ 2,286

当 期 純 利 益  18,370

自 己 株 式 の 取 得  △   0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,052 24 1,076 1,076

当 期 変 動 額 合 計 1,052 24 1,076 17,160

平成22年３月31日残高 106,736 24 106,760 368,151

（百万円未満は切捨表示） 



 

－  － 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 

・その他有価証券 

時価のあるもの       期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。） 

時価のないもの       移動平均法による原価法 

② デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。 

・商品及び製品       先入先出法 

・原材料及び貯蔵品      移動平均法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 仙台パイプライン、白石・郡山間ガスパイプライン、

北海道鉱業所管内の資産及び平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については

定額法、その他の資産については、定率法を採用し

ております。 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物      ２～50年 

構築物     ３～60年 

坑井        ３年 

機械及び装置  ２～13年 

（会計方針の変更） 

当社の札幌鉱業所の管理用資産については、従来、

定率法を採用しておりましたが、平成21年10月26日

に札幌鉱業所の事務所を北海道札幌市から北海道苫

小牧市に移転し、鉱業所の名称を北海道鉱業所に改

称するとともに、北海道鉱業所管内の主力事業であ

る勇払地区の各生産・製造プラント操業への管理部

門によるサポート体制の強化を目的として、組織上、

管理部門と各生産・製造プラントとの一元化を行っ

たことに伴い、当事業年度より、北海道鉱業所の管

理用資産については、生産、販売用資産と統一する

ために定額法に変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフ

トウエアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

③ リ ー ス 資 産       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう



 

－  － 
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ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

(3) 繰延資産の処理方法      開発費   発生時に全額を費用処理しております。 

(4) 引当金の計上基準 

① 貸 倒 引 当 金       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

② 役員賞与引当金       役員賞与の支給に備えるため、期末における支給見

込額を計上しております。 

③ 退職給付引当金       従業員等の退職給付に備えるため、期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌年度から費用処理することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を発生年度から費用処理してお

ります。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益に与える影響はありません。 

④ 役員退職慰労引当金     役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。 

⑤ 海外投資等損失引当金    資源開発関係投融資の評価額の低下に対応して、投

融資先各社の資産状態を検討のうえ、純資産基準に

より計上しております。 

⑥ 廃鉱費用引当金       今後発生する廃鉱費用に備えるため、廃鉱計画に基

づき当該費用の見積り額を期間を基準に計上してお

ります。 

(5) 収益及び費用の計上基準 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められ

る工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法） 

その他の工事        工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

長期の大規模工事（工期１年超、請負金額30億円以

上）については工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 



 

－  － 
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平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平

成19年12月27日）を当事業年度より適用し、当事業

年度に着手した工事契約から、当事業年度末までの

進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。 

なお、当事業年度においては該当事項がないため、

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。 

(6) ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法      繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利ス

ワップについて特例処理の要件を満たしている場合

には特例処理を、為替予約について振当処理の要件

を満たしている場合には振当処理を採用しておりま

す。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象   ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約、外貨預金 

ヘッジ対象…借入金、買掛金 

③ ヘ ッ ジ 方 針       金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、また、

外貨建債権債務の為替リスクを回避する目的で、対

象資産・負債及び予定取引数量の範囲内でヘッジを

行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法   当社の行っている金利スワップは、想定元本、取引

期間、金利交換日等が原資産及び原負債と概ね一致

しているため、事前にヘッジ指定を行い、これを

もって有効性判定に代えております。また、特例処

理によっている金利スワップ及び振当処理によって

いる為替予約については、有効性の評価を省略して

おります。外貨預金についてもヘッジ手段とヘッジ

対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降の

キャッシュ・フロー変動を相殺できるため有効性の

評価を省略しております。 

(7) その他計算書類作成のための基本となる事項 

消費税等の会計処理     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は185,987百万円であります。 

(2) 偶発債務として次の銀行借入等に対する保証債務があります。 

 百万円 

サハリン石油ガス開発㈱ 8,077 

インペックス北カスピ海石油㈱ 5,299 

従業員（住宅資金借入） 959 

東北天然ガス㈱ 922 

合 計 15,258 



 

－  － 
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(3) 関係会社に対する金銭債権債務 

 百万円 

短期金銭債権 5,952 

長期金銭債権 137 

短期金銭債務 2,111 

長期金銭債務 － 

 

３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引 

 百万円 

営業取引による取引高  

売上高 9,367 

仕入高 16,750 

営業取引以外の取引による取引高 2,859 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株 式 の 種 類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普 通 株 式 1,783株 178株 －株 1,961株 

（注） 普通株式の自己株式数の増加178株は、単元未満株式の買取りによるものであ

ります。 

 

５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。 

 百万円 

繰延税金資産  

海外投資等損失引当金 2,974 

退職給付引当金 2,055 

固定資産減価償却費 2,398 

たな卸資産過年度費用 966 

投資有価証券評価損 618 

廃鉱費用引当金 1,652 

固定資産減損損失 1,115 

その他 2,260 

繰延税金資産小計 14,042 

評価性引当額 △ 3,935 

繰延税金資産合計 10,107 

繰延税金負債  

探鉱準備金 △10,067 

海外投資等損失準備金 △  227 

固定資産圧縮積立金 △  154 

特別償却準備金 △  27 

その他有価証券評価差額金 △59,893 

その他 △  98 

繰延税金負債合計 △70,467 

繰延税金負債の純額 △60,359 



 

－  － 
 
 

 

 

 

(53) ／ 2010/05/26 20:58 (2010/05/26 20:58) ／ wk_09631496_03_osx石油資源開発様_招集_貸借対照表_P.doc 

53

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

（新リース会計基準適用開始前の通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ているもの） 

（借主側） 

(1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円） 

 取 得 原 価 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額 

車 両 運 搬 具 208 137 70 

合 計 208 137 70 

（注） 取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 百万円 

１ 年 内 29 

１ 年 超 41 

合   計 70 

（注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める

未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。 

 

７．関連当事者との取引に関する注記 

子会社及び関連会社等 

種 類 会社等の名称 所 在 地
資 本 金 又
は 出 資 金
（百万円）

事業の内容

議 決 権 等
の 所 有
（ 被 所 有 ）
割 合 （ ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目 
期末残高 
(百万円) 

関連会社 
Kangean Energy
Indonesia Ltd.

米 国
デラウェア州

千米ドル
10

石 油 資 源
の 探 鉱 開
発 、 生 産

－
[100.00]

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付 1,160
関係会社 
長期貸付金 

8,230 

関連会社 
EMP Exploration
(Kangean) Ltd.

英 国
ロンドン

英ポンド
100

石 油 資 源
の 探 鉱 開
発 、 生 産

－
[100.00]

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付 773
関係会社 
長期貸付金 

5,486 

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

Kangean Energy Indonesia Ltd.及びEMP Exploration（Kangean）Ltd.に対

する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定してお

ります。 

２．Kangean Energy Indonesia Ltd.及びEMP Exploration（Kangean）Ltd.は、

持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため、関連会

社としたものであります。なお、議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者

又は同意している者の所有割合で外数となっております。 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 6,441円53銭 

(2) １株当たり当期純利益金額 321円42銭 

 



 

－  － 
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９．その他の注記 

減損損失 

減損損失を認識した主な資産グループの概況 

減 損 損 失 
用 途 場 所 

種 類 金額（百万円） 

北 海 道 札 幌 市 土 地 219 

静 岡 県 伊 東 市 土地及び建物 173 

北 海 道 苫 小 牧 市 建 設 仮 勘 定 174 
遊 休 資 産

計 567 

資産のグルーピング方法  

当社は事業用資産において、事業区分をもとに、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位ごとに、遊休資産においては、個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。 

減損損失の認識に至った経緯 

上記の遊休資産は、当事業年度末時点において、具体的な利用計画がなく、かつ、

市場価格が帳簿価額を下回っていることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

減損損失の内訳は、建物９百万円、土地383百万円、建設仮勘定174百万円であり

ます。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

正味売却価額は、土地及び建物については原則として固定資産税評価額とし、建設仮

勘定についてはゼロ評価としております。 

 



 

－  － 
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連結計算書類に係る会計監査報告 

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月18日  

 石油資源開発株式会社  

 取締役会 御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 梅 村 一 彦 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 古 杉 裕 亮 
  

 

  

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、石油資源開発株式

会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、石油資源開発株式会社及び連結子会

社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

 



 

－  － 
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計算書類に係る会計監査報告 

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月18日  

 石油資源開発株式会社  

 取締役会 御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 梅 村 一 彦 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 杉 裕 亮 

  

 

  

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、石油資源開

発株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第40期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及

びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

 



 

－  － 
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監査役会の監査報告 

 監 査 報 告 書  

  当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第40期

事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告

書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方

針、業務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎

通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締

役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、会社の業務の適正を確保するために必要

な体制（会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１

項並びに第３項に定める事項）の整備に関する取締役会決議の内容及

び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築

及び運用の状況を監視及び検証いたしました。なお、金融商品取引法

上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責

任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。事業報告に記載されている株式

会社の支配に関する基本方針については、取締役会その他における審

議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求めました。以上の方

法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい

て検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実

施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基

づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 



 

－  － 
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 ２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の

状況を正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款

に違反する重大な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると

認めます。当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行

についても、指摘すべき事項は認められません。なお、金融商

品取引法上の財務報告に係る内部統制については、本監査報告

書の作成時点において重要な欠陥は無い旨の報告を取締役等及

び新日本有限責任監査法人から受けております。 

四 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針に

ついては、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。 

 

 平成22年５月19日  

 石油資源開発株式会社 監 査 役 会  

 

常勤監査役 藤 井  健 

常勤監査役 石 関 守 男 

社外監査役 角 谷 正 彦 

社外監査役 池 田 輝三郎 
  

 

以 上 



 

－  － 
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株主総会参考書類 

 

第１号議案 剰余金の処分の件 

当社は、株主への利益還元を尊重しつつ、新規埋蔵量の確保を目指した投資並

びにパイプラインをはじめとする輸送システム等の整備に向けた内部留保を考慮

したうえで、長期安定配当を行うことを基本方針としております。 

第40期の期末配当及びその他剰余金の処分に関する事項につきましては、以下

のとおりといたしたいと存じます。 

１．期末配当に関する事項 

① 配当財産の種類 金銭 

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき 金20円 

配当総額 金1,143,056,300円 

③ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成22年６月24日 

２．その他の剰余金の処分に関する事項 

① 減少する剰余金の項目とその額 

繰越利益剰余金 15,000,000,000円 

② 増加する剰余金の項目とその額 

別途積立金 15,000,000,000円 

 

第２号議案 取締役２名選任の件 

平成22年３月に取締役 服部昌樹氏が辞任し、同年４月に取締役 吉田恒夫氏

が逝去され、また、取締役 香田忠維、太田陽一、市川信三の各氏は、本総会終

結の時をもって辞任いたしますので、これを補うため取締役２名の選任をお願い

するものであります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

候補者 
番 号 

氏 名 
（生 年 月 日） 

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る 
当社株式数 

１ 森 谷 信 明 
(昭和27年２月２日生) 

昭和49年４月 当社入社 

平成16年６月  〃 開発本部操業管理部長 

平成19年６月  〃 常務執行役員 

平成20年11月  〃 常務執行役員札幌鉱業所長

（のち 北海道鉱業所長） 

（現在に至る）

1,000株 



 

－  － 
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候補者 
番 号 

氏 名 
（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る 
当社株式数 

２ 大和谷   均 
(昭和26年６月５日生) 

昭和51年４月 当社入社 

平成11年６月  〃 営業本部営業開発室長 

平成13年12月  〃 営業本部営業一部長 

平成19年６月  〃 執行役員営業本部副本部長 

平成21年６月  〃 常務執行役員営業本部副本部長

平成21年11月  〃 常務執行役員営業本部副本部

長 兼 営業二部長 

平成22年５月  〃 常務執行役員営業本部副本部

長（現在に至る） 

（重要な兼職の状況） 

㈱ジャペックスエネルギー 取締役 

東北天然ガス㈱ 取締役 

800株 

（注）候補者 大和谷 均氏は、平成22年６月17日付で㈱ジャペックスエネルギー代表取締役社長

に就任の予定ですが、当社は同社に資金の貸付を行っております。 

なお、その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

 

第３号議案 監査役１名選任の件 

監査役 池田輝三郎氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、

監査役１名の選任をお願いするものであります。 

監査役候補者は次のとおりであります。 

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。 

氏 名 
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る 
当社株式数 

池 田 輝三郎 
（昭和17年５月25日生）

昭和41年４月 ㈱日本興業銀行入行 

平成12年３月 同行取締役副頭取 

平成14年４月 みずほフィナンシャルグループ理事

平成18年６月 当社監査役（現在に至る） 

－ 

（注）１．候補者 池田輝三郎氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 

２．同氏は社外監査役候補者であります。 

３．同氏は、金融機関等での豊富な経営経験と高い識見をお持ちであり、また業務執行を行

う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外監査役として当社の経営に資することが

大きいと判断し、候補者といたしました。 

４．同氏の当社社外監査役就任後の年数は、本総会終結の時をもって４年となります。 

 



 

－  － 
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第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件 

平成22年３月に取締役 服部昌樹氏が退任いたしました。加えて本総会終結の

時をもって、取締役 香田忠維、太田陽一、市川信三の各氏は退任することとな

り、また、取締役 吉田恒夫氏は平成22年４月に逝去されました。 

つきましては、この各氏に対し在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に

従い、それぞれ退職慰労金及び弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈

呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。 

各氏の略歴は次のとおりであります。 

氏 名 略 歴 

香  田  忠  維 

平成13年６月 当社常務取締役 

平成17年６月  〃 常務取締役営業本部副本部長 

平成18年５月  〃 常務取締役営業本部長 

平成18年10月  〃 専務取締役営業本部長 

平成21年６月  〃 代表取締役副社長営業本部長（現在に至る） 

太  田  陽  一 
平成19年６月 当社常務取締役探鉱本部副本部長 

平成20年６月  〃 専務取締役探鉱本部長（現在に至る） 

市  川  信  三 

平成18年６月 当社常務取締役エネルギー供給システム調査室

長 兼 東日本沿岸パイプライン建設推進室長 

平成19年４月 当社常務取締役（現在に至る） 

服  部  昌  樹 

平成18年６月 当社常務取締役探鉱本部副本部長 

平成19年６月  〃 常務取締役長岡鉱業所長 

平成22年３月  〃 取締役辞任 

吉  田  恒  夫 
平成18年６月 当社常務取締役開発本部長 

平成22年４月 逝去 

 

第５号議案 役員賞与支給の件 

当事業年度に在籍した取締役16名（社外取締役１名を含む。）及び監査役６名

に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額

87,000,000円（取締役分82,383,000円、監査役分4,617,000円）支給することと

いたしたく存じます。 

 

以 上 
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 株主総会会場案内図  
 

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号 

東京ステーションコンファレンス「サピアホール」（サピアタワー５階） 

電話 03（6888)-8080（代表） 

 

ＪＲ東京駅 八重洲北口改札口より徒歩４分 

新幹線専用改札口（日本橋口）より徒歩２分 

地下鉄   大手町駅Ｂ７出口より徒歩２分 

 




